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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正常時のプロセスの状態を基準として、前記基準からの逸脱の大きさを指標化した複数
の逸脱指標に基づいて、前記プロセスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診断装置
であって、
　第一の軸を時間を含む経時的要素の軸とし、第二の軸を前記逸脱指標の項目の軸として
二次元のマトリックスを構成し、前記マトリックスの各セルに対して、前記逸脱指標の項
目ごとおよび前記経時的要素ごとのデータを対応付け、前記マトリックスの各セルに対し
て、前記逸脱指標の大きさに応じた色を割り当てるカラーマッピング部と、
　前記カラーマッピング部により作成されたカラーマップを表示するカラーマップ表示部
と、
　を備え、
　前記カラーマップ表示部は、所定期間に亘る前記逸脱指標ごとの経時変化を、前記逸脱
指標の大きさに応じて色によって表示し、
　前記カラーマッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記第一の軸の所定区間ご
とに集約することにより、複数の階層構造を有するマトリックスを構成し、各階層のマト
リックスの各セルに対して、集約した逸脱指標の集約値を対応付け、前記各階層のマトリ
ックスの各セルに対して、前記逸脱指標の集約値の大きさに応じた色を割り当て、
　前記カラーマップ表示部は、ある階層のマトリックスに対応するカラーマップのセルに
対して第一のポインタ操作がなされた場合、一つ下の階層のマトリックスに対応するカラ
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ーマップを表示することを特徴とするプロセスの異常状態診断装置。
【請求項２】
　正常時のプロセスの状態を基準として、前記基準からの逸脱の大きさを指標化した複数
の逸脱指標に基づいて、前記プロセスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診断装置
であって、
　第一の軸を時間を含む経時的要素の軸とし、第二の軸を前記逸脱指標の項目の軸として
二次元のマトリックスを構成し、前記マトリックスの各セルに対して、前記逸脱指標の項
目ごとおよび前記経時的要素ごとのデータを対応付け、前記マトリックスの各セルに対し
て、前記逸脱指標の大きさに応じた色を割り当てるカラーマッピング部と、
　前記カラーマッピング部により作成されたカラーマップを表示するカラーマップ表示部
と、
　を備え、
　前記カラーマップ表示部は、所定期間に亘る前記逸脱指標ごとの経時変化を、前記逸脱
指標の大きさに応じて色によって表示し、
　前記カラーマッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記第二の軸の前記逸脱指
標の項目ごとに集約することにより、複数の階層構造を有するマトリックスを構成し、各
階層のマトリックスの各セルに対して、集約した逸脱指標の集約値を対応付け、前記各階
層のマトリックスの各セルに対して、前記逸脱指標の集約値の大きさに応じた色を割り当
て、
　前記カラーマップ表示部は、ある階層のマトリックスに対応するカラーマップのセルに
対して第二のポインタ操作がなされた場合、一つ下の階層のマトリックスに対応するカラ
ーマップを表示することを特徴とするプロセスの異常状態診断装置。
【請求項３】
　前記プロセスの状態を示す複数の変数を選択し、選択した前記変数の実績値を予測する
予測モデルによる予測値と実績値との差に基づいて前記逸脱指標を算出する逸脱指標算出
部をさらに備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のプロセスの異常状態
診断装置。
【請求項４】
　前記逸脱指標は、前記プロセスを構成する設備の振動値または温度値を含む、前記設備
の健全性を示す物理量であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のプロセス
の異常状態診断装置。
【請求項５】
　前記カラーマッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記プロセスにおけるバッ
チ処理ごとに集約することを特徴とする請求項１に記載のプロセスの異常状態診断装置。
【請求項６】
　前記カラーマッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記逸脱指標の属性ごとに
集約することを特徴とする請求項２に記載のプロセスの異常状態診断装置。
【請求項７】
　前記逸脱指標の属性は、前記プロセスを構成するサブプロセス、または前記プロセスの
状態を示す物理量であることを特徴とする請求項６に記載のプロセスの異常状態診断装置
。
【請求項８】
　前記マトリックスの各セルに対して、対応する前記プロセスの条件を対応付け、前記セ
ルに対して第三のポインタ操作がなされた場合、このセルに対応する前記逸脱指標の値お
よび前記プロセスの条件を、別のウィンドウで表示する情報表示部をさらに備えることを
特徴とする請求項１または請求項２に記載のプロセスの異常状態診断装置。
【請求項９】
　前記マトリックスの各セルに対して、対応する前記逸脱指標の時系列チャート、または
対応する前記逸脱指標ごとに指定される複数の変数間の散布図を対応付け、前記セルに対
して第四のポインタ操作がなされた場合、このセルに対応する前記時系列チャートまたは
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前記散布図を、別のウィンドウで表示する関連グラフ表示部をさらに備えることを特徴と
する請求項１、請求項２または請求項８に記載のプロセスの異常状態診断装置。
【請求項１０】
　正常時のプロセスの状態を基準として、前記基準からの逸脱の大きさを指標化した複数
の逸脱指標に基づいて、前記プロセスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診断方法
であって、
　第一の軸を時間を含む経時的要素の軸とし、第二の軸を前記逸脱指標の項目の軸として
二次元のマトリックスを構成し、前記マトリックスの各セルに対して、前記逸脱指標の項
目ごとおよび前記経時的要素ごとのデータを対応付け、前記マトリックスの各セルに対し
て、前記逸脱指標の大きさに応じた色を割り当てるカラーマッピングステップと、
　前記カラーマッピングステップで作成されたカラーマップを表示するカラーマップ表示
ステップと、
　を含み、
　前記カラーマップ表示ステップは、所定期間に亘る前記逸脱指標ごとの経時変化を、前
記逸脱指標の大きさに応じて色によって表示し、
　前記カラーマッピングステップは、前記マトリックスの各セルを、前記第一の軸の所定
区間ごとに集約することにより、複数の階層構造を有するマトリックスを構成し、各階層
のマトリックスの各セルに対して、集約した逸脱指標の集約値を対応付け、前記各階層の
マトリックスの各セルに対して、前記逸脱指標の集約値の大きさに応じた色を割り当て、
　前記カラーマップ表示ステップは、ある階層のマトリックスに対応するカラーマップの
セルに対して第一のポインタ操作がなされた場合、一つ下の階層のマトリックスに対応す
るカラーマップを表示することを特徴とするプロセスの異常状態診断方法。
【請求項１１】
　正常時のプロセスの状態を基準として、前記基準からの逸脱の大きさを指標化した複数
の逸脱指標に基づいて、前記プロセスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診断方法
であって、
　第一の軸を時間を含む経時的要素の軸とし、第二の軸を前記逸脱指標の項目の軸として
二次元のマトリックスを構成し、前記マトリックスの各セルに対して、前記逸脱指標の項
目ごとおよび前記経時的要素ごとのデータを対応付け、前記マトリックスの各セルに対し
て、前記逸脱指標の大きさに応じた色を割り当てるカラーマッピングステップと、
　前記カラーマッピングステップで作成されたカラーマップを表示するカラーマップ表示
ステップと、
　を含み、
　前記カラーマップ表示ステップは、所定期間に亘る前記逸脱指標ごとの経時変化を、前
記逸脱指標の大きさに応じて色によって表示し、
　前記カラーマッピングステップは、前記マトリックスの各セルを、前記第二の軸の前記
逸脱指標の項目ごとに集約することにより、複数の階層構造を有するマトリックスを構成
し、各階層のマトリックスの各セルに対して、集約した逸脱指標の集約値を対応付け、前
記各階層のマトリックスの各セルに対して、前記逸脱指標の集約値の大きさに応じた色を
割り当て、
　前記カラーマップ表示ステップは、ある階層のマトリックスに対応するカラーマップの
セルに対して第二のポインタ操作がなされた場合、一つ下の階層のマトリックスに対応す
るカラーマップを表示することを特徴とするプロセスの異常状態診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製造プロセス等のプロセスの異常状態診断装置および異常状態診断方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】



(4) JP 6756374 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

　製造プロセス、発電プロセス、搬送プロセス等のプロセスの異常状態を診断する方法と
しては、モデルベースアプローチとデータベースアプローチとがある。モデルベースアプ
ローチは、プロセスにおける物理的または化学的な現象を数式で表現したモデルを構築し
、構築したモデルを用いてプロセスの異常状態を診断するアプローチである。一方、デー
タベースアプローチは、プロセスで得られた操業データから統計解析的なモデルを構築し
、構築したモデルを用いてプロセスの異常状態を診断するアプローチである。
【０００３】
　鉄鋼プロセスのような製造プロセスでは、一つの製造ラインで多品種、多サイズの製品
が製造されるため、操業パターンが無数に存在する。また、高炉のような製造プロセスで
は、鉄鉱石やコークス等のような自然物を原材料として用いるために、製造プロセスのば
らつきが大きい。このため、鉄鋼プロセスのような製造プロセスの異常状態を診断する場
合、モデルベースアプローチのみによるアプローチでは限界がある。
【０００４】
　データベースアプローチとしては、過去の異常発生時の操業データをデータベース化し
て現在の操業データとの類似性を判定する診断方法や、逆に正常時の操業データをデータ
ベース化して現在の操業データとの違いを判定する診断方法がある。ところが、鉄鋼プロ
セスのような製造プロセスでは、製造に用いられる設備点数が多い上に、特に日本のよう
に老朽化が進んだ設備が多い場合、過去に前例のないトラブルが発生することが少なくな
い。このため、過去のトラブル事例をベースとする前者のような診断方法では、異常状態
の予知に限界がある。
【０００５】
　一方、後者の診断方法としては、特許文献１，２に記載されているものがある。特許文
献１，２には、具体的には、正常時の操業データを用いて作成されたモデルによる予測に
基づき製造プロセスの異常状態を予知または検知する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２０１３／０１１７４５号
【特許文献２】特許第４９２２２６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１，２で記載されるような統計モデルを用いる場合、現象が複
雑な製造プロセスに対しては、多数の統計モデルで総合的に判定する必要があるが、統計
モデル間で予測精度のばらつきがあるため、ノイズが多く、予測結果から真の異常を把握
しにくいという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、モデルによる予測に
基づいて製造プロセス等のプロセスの異常状態を診断する際に、真の異常であるか否かを
容易に把握することができるプロセスの異常状態診断装置および異常状態診断方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るプロセスの異常状態診断
装置は、正常時のプロセスの状態を基準として、前記基準からの逸脱の大きさを指標化し
た複数の逸脱指標に基づいて、前記プロセスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診
断装置であって、第一の軸を時間を含む経時的要素の軸とし、第二の軸を前記逸脱指標の
項目の軸として二次元のマトリックスを構成し、前記マトリックスの各セルに対して、前
記逸脱指標の項目ごとおよび前記経時的要素ごとのデータを対応付け、前記マトリックス
の各セルに対して、前記逸脱指標の大きさに応じた色を割り当てるカラーマッピング部と
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、前記カラーマッピング部により作成されたカラーマップを表示するカラーマップ表示部
と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記プロセス
の状態を示す複数の変数を選択し、選択した前記変数の実績値を予測する予測モデルによ
る予測値と実績値との差に基づいて前記逸脱指標を算出する逸脱指標算出部をさらに備え
ることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記逸脱指標
は、前記プロセスを構成する設備の振動値または温度値を含む、前記設備の健全性を示す
物理量であることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記カラーマ
ッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記第一の軸の所定区間ごとに集約するこ
とにより、複数の階層構造を有するマトリックスを構成し、各階層のマトリックスの各セ
ルに対して、集約した逸脱指標の集約値を対応付け、前記各階層のマトリックスの各セル
に対して、前記逸脱指標の集約値の大きさに応じた色を割り当て、前記カラーマップ表示
部は、ある階層のマトリックスに対応するカラーマップのセルに対して第一のポインタ操
作がなされた場合、一つ下の階層のマトリックスに対応するカラーマップを表示すること
を特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記カラーマ
ッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記プロセスにおけるバッチ処理ごとに集
約することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記カラーマ
ッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記第二の軸の前記逸脱指標の項目ごとに
集約することにより、複数の階層構造を有するマトリックスを構成し、各階層のマトリッ
クスの各セルに対して、集約した逸脱指標の集約値を対応付け、前記各階層のマトリック
スの各セルに対して、前記逸脱指標の集約値の大きさに応じた色を割り当て、前記カラー
マップ表示部は、ある階層のマトリックスに対応するカラーマップのセルに対して第二の
ポインタ操作がなされた場合、一つ下の階層のマトリックスに対応するカラーマップを表
示することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記カラーマ
ッピング部は、前記マトリックスの各セルを、前記逸脱指標の属性ごとに集約することを
特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記逸脱指標
の属性は、前記プロセスを構成するサブプロセス、または前記プロセスの状態を示す物理
量であることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記マトリッ
クスの各セルに対して、対応する前記プロセスの条件を対応付け、前記セルに対して第三
のポインタ操作がなされた場合、このセルに対応する前記逸脱指標の値および前記プロセ
スの条件を、別のウィンドウで表示する情報表示部をさらに備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置は、上記発明において、前記マトリッ
クスの各セルに対して、対応する前記逸脱指標の時系列チャート、または対応する前記逸
脱指標ごとに指定される複数の変数間の散布図を対応付け、前記セルに対して第四のポイ
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ンタ操作がなされた場合、このセルに対応する前記時系列チャートまたは前記散布図を、
別のウィンドウで表示する関連グラフ表示部をさらに備えることを特徴とする。
【００１９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るプロセスの異常状態診断
方法は、正常時のプロセスの状態を基準として、前記基準からの逸脱の大きさを指標化し
た複数の逸脱指標に基づいて、前記プロセスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診
断方法であって、第一の軸を時間を含む経時的要素の軸とし、第二の軸を前記逸脱指標の
項目の軸として二次元のマトリックスを構成し、前記マトリックスの各セルに対して、前
記逸脱指標の項目ごとおよび前記経時的要素ごとのデータを対応付け、前記マトリックス
の各セルに対して、前記逸脱指標の大きさに応じた色を割り当てるカラーマッピングステ
ップと、前記カラーマッピングステップで作成されたカラーマップを表示するカラーマッ
プ表示ステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、プロセスの状態をカラーマップによって表示することにより、オペレ
ータに対して、異常発生の予兆を目で見てわかりやすく示すことができ、かつ異常発生の
予兆がある場合にオペレータに強い印象を与えて注意喚起することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置の構成を示す
ブロック図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置のサブモデル
テーブルに格納されているサブモデルの構成と、各サブモデルの属性とを示す概念図であ
る。
【図３】図３は、本発明の第１実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置による異常状
態診断方法の全体の流れを示すフローチャートである。
【図４】図４は、本発明の第１実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置において、サ
ブモデルごとの逸脱指標の経時変化を、色を変えて表示した一例を示す概念図である。
【図５】図５は、本発明の第１実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置において、属
性ごとの逸脱指標の経時変化を、色を変えて表示した一例を示す概念図である。
【図６】図６は、本発明の第１実施形態の実施例において、実操業から得たサブモデル別
の逸脱指標を、色を変えて表示した図である。
【図７】図７は、本発明の第２実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置の構成を示す
ブロック図である。
【図８】図８は、本発明の第２実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置のカラーマッ
ピング部で作成した二次元のマトリックスの一例を示す図である。
【図９】図９は、本発明の第２実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置のカラーマッ
ピング部で作成した二次元のマトリックスの別の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の第２実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置のカラー
マップ表示部によって、あるセルに対応するカラーマップを別のウィンドウで表示した一
例を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置の情報表
示部によって、あるセルに対応する逸脱指標の値およびプロセスの条件を別のウィンドウ
で表示した一例を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の第２実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置の関連グ
ラフ表示部において、あるセルに対応する散布図を別のウィンドウで表示した一例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（第１実施形態）
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　以下、本発明の第１実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置および異常状態診断方
法について、図面を参照しながら説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定される
ものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易な
もの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。また、以下の説明において、「Ａおよび
／またはＢ」とは、具体的には「ＡおよびＢ」または「ＡまたはＢ」のことを意味してい
る。
【００２３】
［異常状態診断装置］
　異常状態診断装置１は、鉄鋼設備等の製造設備の製造プロセス、発電設備の発電プロセ
ス、搬送設備の搬送プロセス等の、種々のプロセスの異常状態を診断する装置であり、図
１に示すように、入力部１０と、出力部２０と、外部装置３０と、記憶部４０と、定義部
５０と、制御部６０と、を主な構成要素として備えている。なお、以下の説明では、鉄鋼
プロセスのような製造プロセスに異常状態診断装置１を適用した例について、説明する。
【００２４】
　入力部１０は、後記するサブモデルによる予測や原因推定を行う診断対象の実操業デー
タを情報・制御系ネットワークを介して受信する装置である。入力部１０は、例えば図示
しないプロセスコンピュータ等から受信した診断対象の実操業データを制御部６０に入力
する。なお、異常状態診断装置１は、入力部１０として、例えばマウスやキーボード等を
備えていてもよい。
【００２５】
　出力部２０は、表示装置や印刷装置等の出力装置によって構成されており、制御部６０
の各種処理情報を出力する。
【００２６】
　外部装置３０は、電気通信回線を介して情報通信可能な形態で、定義部５０および制御
部６０に接続されている。外部装置３０は、操業データベース（以下、「操業ＤＢ」とい
う）３１を備えている。この操業ＤＢ３１には、製造プロセスの過去の操業時に取得され
た複数種類の変数の実績値、すなわち複数種類の変数の時系列データ（以下、「変数デー
タ」という）のうち、正常操業時に得られた複数種類の変数データが、電気通信回線を介
して読み取り可能な形態で格納されている。
【００２７】
　記憶部４０は、ハードディスク装置等の記憶装置によって構成されており、定義部５０
および制御部６０に接続されている。記憶部４０には、サブモデル、属性、色表示および
信頼度がテーブル値として記憶されており、具体的には、サブモデルテーブル４１、属性
テーブル４２、色表示テーブル４３および信頼度テーブル４４が記憶されている。
【００２８】
　定義部５０は、演算処理装置がコンピュータプログラムを実行することによって、サブ
モデル定義部５１、属性定義部５２および色表示定義部５３として機能する。サブモデル
定義部５１は、正常操業時に得られた複数種類の変数データを操業ＤＢ３１から取得し、
当該変数データから製造プロセスの製造状態を予測するサブモデルを複数作成する。そし
て、サブモデル定義部５１は、作成したサブモデルのデータをサブモデルテーブル４１に
格納する。
【００２９】
　なお、サブモデルは、必ずしもサブモデル定義部５１で作成する必要はなく、既存のモ
デルがあれば、サブモデル定義部５１を機能させることなく、予めサブモデルテーブル４
１に格納しておくことも可能である。すなわち、サブモデルは、製造プロセスの製造状態
を予測するモデルであれば、回帰式等で新たに作成したものでもよく、あるいは文献等で
知られている既存のものでもよい。
【００３０】
　属性定義部５２は、サブモデルに対して、製造プロセスにおける属性を定義し、定義し
た属性のデータを属性テーブル４２に格納する。色表示定義部５３は、サブモデルの逸脱
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指標を表示する際の色を定義し、定義した色のデータを色表示テーブル４３に格納する。
【００３１】
　制御部６０は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）等の演算処理装置によって構成
されており、異常状態診断装置１全体の動作を制御する。制御部６０は、演算処理装置が
コンピュータプログラムを実行することによって、逸脱指標算出部６１、逸脱指標表示部
６２および信頼度算出部６３として機能する。これら各部の機能については後記する。
【００３２】
（サブモデル）
　本発明において、サブモデルとは、例えば製造前の材料の状態、製造前の設備の設定、
製造中の設備の状態、製造中および／または製造後の製品の状態等の間の関係を示した数
式のことを意味する。サブモデルとしては、例えば、製造前の材料の状態、製造前の設備
の設定状態、製造中の設備の状態等から、製造中および／または製造後の製品の状態を予
測する順モデルとしての数式の他に、製造前の材料の状態、製造中の設備の状態、製造中
および／または製造後の製品の状態等から、製造前の設備の設定は妥当だったのかを逆推
定する逆モデルとしての数式といったように、相互に推定し合う様々な数式モデルが存在
する。また、製造プロセスに含まれる発電設備や搬送設備の状態量を各種センサーや他の
状態量、設定値から推定するモデルであっても構わない。このように、複数種類のサブモ
デルを構築することにより、製造プロセス全体で一つのモデルを構築するよりも異常状態
の早期検知および原因推定が容易になる。
【００３３】
　製造プロセスでは、目標通りの品質や寸法で製品を作り込むため、様々なモデルが構築
されており、製造プロセスの状態や製造中の製品の状態を予測することがなされているが
、このような既存のモデルをサブモデルとして用いてもよい。また、サブモデルが不足し
ている場合は、統計的な処理によって新たなサブモデルを追加することもできる。例えば
製造プロセスの正常操業時に取得した自身以外の複数の変数を用いて回帰式を求め、サブ
モデルとして用いることができる。また、各サブモデルには、所定の評価期間におけるサ
ブモデルの予測誤差に応じて信頼度（予測誤差が小さくなるのに応じて大きくなる値。信
頼度の計算方法は後述する）が付与されている。なお、算出された信頼度が低い場合には
、サブモデルの構成を見直すことが望ましいが、いつでも自由に見直すことはできないた
め、例えばある期間内は、低い信頼度でも見直さずに利用しなければならないこともある
。
【００３４】
（逸脱指標）
　本発明において、逸脱指標とは、例えばサブモデルから算出された予測値と、これに対
応する製造プロセスの実績値の差分値または比率、もしくはこれらを元に算出される値の
ことを意味している。逸脱指標は、前記した信頼度を組み合わせて算出される値であると
、より好ましい。この場合の組み合わせ方法は、例えば「信頼度考慮ありの逸脱指標」＝
「信頼度考慮なしの逸脱指標×信頼度」等が考えられる。なお、逸脱指標は監視したいタ
イミングの値であるのに対して、信頼度は監視したいタイミングよりも以前の期間で評価
された値であり、両者のタイミングは異なる。
【００３５】
（属性）
　各サブモデルには、前記した属性定義部５２によって、製造プロセスにおける属性が定
義されている。本実施形態における各サブモデルには、例えば図２に示すように、一つ目
の属性として、製造プロセスにおける処理前の材料の状態（例えば温度、厚さ、形状等）
の実績値（同図の「製造前材料」）関連、製造プロセスに含まれる設備の設定値（同図の
「設備設定」）関連、製造プロセスに含まれる設備から取得した実績値（同図の「設備実
績」）関連、製造プロセスに含まれる設備におけるオペレータの操作量の実績値（同図の
「手介入実績」）関連、製造プロセスにおける処理中の中間製品の状態の実績値（同図の
「中間製品状態実績」）関連、および、製造プロセスにおける処理後の製品の状態の実績
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値（同図の「製造後製品」）関連が予め定義されている。なお、本実施形態では、一つ目
の属性として六つの属性を定義したが、必ずしもこれら六つの属性全てを定義する必要は
なく、六つの属性のうちの少なくとも二つ以上の属性を定義してもよい。但し、より詳細
な原因推定を行うためには、可能な限り多く定義する方が望ましい。
【００３６】
　また、各サブモデルには、二つ目の属性として、設備の区分、具体的には、製造プロセ
スの上流側から下流側に向かって順に配列されたＮ（Ｎ＝１～ｎ）個の設備の区分が定義
されている。また、製造プロセスが複数の圧延機を含む鉄鋼プロセスである場合には、二
つ目の属性として、圧延機の操作側関連、圧延機の駆動側関連、および、圧延機の操作側
と駆動側の両側関連が含まれている。なお、圧延機の操作側とは、圧延機を駆動するモー
タが設置されていない圧延機の幅方向端部側を意味している。また、圧延機の駆動側とは
、圧延機を駆動するモータが設置されている圧延機の幅方向端部側を意味している。
【００３７】
［異常状態診断方法］
　以下、前記した異常状態診断装置１による異常状態診断方法について、図３～図５を参
照しながら説明する。本実施形態に係る異常状態診断方法は、正常操業時に得られた複数
種類の変数の実績値からプロセスの状態を予測するサブモデルを複数作成し、サブモデル
の予測誤差に基づいて、プロセスの正常状態からの逸脱指標を算出し、サブモデルごとに
算出した逸脱指標に基づいて、プロセスの異常状態を診断する。
【００３８】
　異常状態診断方法は、具体的には図３に示すように、読み込みステップと、逸脱指標算
出ステップと、逸脱指標表示ステップと、を行う。また、異常状態診断方法では、必要に
応じて、サブモデル作成ステップと、信頼度算出ステップと、修正逸脱指標算出ステップ
と、を行う。なお、以下の説明では、鉄鋼プロセスのような製造プロセスに異常状態診断
方法を適用した例について、説明する。
【００３９】
＜読み込みステップ＞
　読み込みステップでは、逸脱指標算出部６１が、処理対象時刻において製造プロセスか
ら取得された複数種類の変数データを、操業ＤＢ３１から読み込む（ステップＳ１）。
【００４０】
＜逸脱指標算出ステップ＞
　続いて、逸脱指標算出ステップでは、逸脱指標算出部６１が、読み込みステップで読み
込んだ複数種類の変数データを用いて、処理対象時刻における製造プロセスの製造状態が
正常操業時における製造プロセスの製造状態とどの程度異なるかを示す値を、逸脱指標と
してサブモデルごとに算出する（ステップＳ２）。
【００４１】
　逸脱指標算出部６１は、具体的には、まずサブモデルテーブル４１からサブモデルのデ
ータを取得し、操業ＤＢ３１から読み込んだ変数データを、対応するサブモデルに代入す
ることにより、変数ごとに処理対象時刻における予測値を算出する。次に、逸脱指標算出
部６１は、変数間の絶対量や単位の違いを規格化するために複数種類の変数の実績値およ
び予測値のデータを正規化する。次に、逸脱指標算出部６１は、処理対象時刻における変
数の正規化された予測値と正規化された実績値との差分値を、製造プロセスの正常状態か
らの逸脱指標として、サブモデルごとに算出する。
【００４２】
＜サブモデル作成ステップ＞
　ここで、本実施形態では、逸脱指標算出ステップを実施するタイミング以前に、サブモ
デル作成ステップを実施する。サブモデル作成ステップでは、サブモデル定義部５１が、
正常操業時に得られた複数種類の変数データを操業ＤＢ３１から取得し、当該変数データ
から製造プロセスの製造状態を予測するサブモデルを複数作成する。そして、サブモデル
定義部５１は、作成した複数のサブモデルをサブモデルテーブル４１に格納する。なお、
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サブモデル作成ステップは、必ずしも実施する必要はなく、サブモデルテーブル４１に既
存のモデルを予め格納している場合は、サブモデル作成ステップを実施せずに、逸脱指標
算出ステップの後に逸脱指標表示ステップを実施してもよい。
【００４３】
＜逸脱指標表示ステップ＞
　続いて、逸脱指標表示ステップでは、逸脱指標表示部６２が、出力部２０を介して、サ
ブモデルごとの逸脱指標の経時変化を、色を変えて表示する（ステップＳ３）。なお、逸
脱指標表示ステップにおいて逸脱指標を表示する複数のサブモデルは、具体的には、製造
プロセスの異常状態を診断するために必要であって、かつ当該製造プロセスの全体を評価
可能なサブモデルである。
【００４４】
　図４は、逸脱指標表示部６２によって、サブモデルごとの逸脱指標の経時変化を表示し
た一例を示した概念図である。同図において、左側の表の１列目はサブモデルの番号、２
列目は設備区分の属性（図２参照）、３列目は実績区分の属性（図２参照）、４列目は基
本量区分の属性を示している。なお、基本量区分とは、製造プロセスにおける現象に基づ
く区分のことを示しており、変数Ａ，Ｂ，Ｃは、例えば圧下系なのか、張力系なのか、あ
るいは速度系なのか、等を示している。また、同図右上の凡例は、色表示定義部５３によ
って定義されたものであり、白抜きで示した左端のマスの逸脱指標が最も低く、ドットが
濃くなるほど逸脱指標が高くなる。
【００４５】
　また、図４において、右側のヒートマップの縦軸方向はサブモデルごとの逸脱指標であ
り、１セルが一つのサブモデルを示している。また、ヒートマップの横軸方向は時間推移
であり、１セルが製造プロセスにおける１バッチを示している。
【００４６】
　図４の例では、サブモデルＭ＋２の逸脱指標が１０バッチ前から、サブモデルＭ＋５の
逸脱指標が５バッチ前から、それぞれ高い状態が継続している。このように、所定バッチ
に亘ってサブモデルの逸脱指標が高い場合、当該サブモデルが、製造プロセスで発生した
異常状態の主因子であると考えることができる。従って、同図のヒートマップを参照する
ことにより、サブモデルＭ＋２，Ｍ＋５が製造プロセスの異常状態の主因子（真の異常）
であることを容易に特定することができる。
【００４７】
　一方、図４の例では、サブモデル４の逸脱指標が、１７，１６，１２，８，７，１バッ
チ前において一瞬だけ高くなっているものの、これらの逸脱指標は、前記したサブモデル
Ｍ＋２，Ｍ＋５のように、所定バッチに亘って高い状態が継続していない。このようにサ
ブモデルの逸脱指標が一瞬だけ上昇するのは、当該サブモデルの予測精度に起因するノイ
ズが原因であると考えることができる。従って、同図のヒートマップを参照することによ
り、サブモデル４が製造プロセスの異常状態の主因子ではないことを容易に特定すること
ができる。
【００４８】
　このように、逸脱指標表示ステップでは、長期間に亘って、サブモデルの逸脱指標の経
時変化を、当該逸脱指標の大きさに応じて色を変えて表示するため、逸脱指標が上昇した
際に、真の異常を示しているのか、あるいは単なるノイズなのかを把握しやすくなり、例
えば現場のオペレータ等に対して、真の異常を早期に認識させることが可能となる。
【００４９】
　ここで、逸脱指標表示ステップでは、例えば図５に示すように、サブモデルの逸脱指標
を、属性ごとに集約して表示してもよい。この場合、属性定義部５２は、サブモデルごと
に属性を定義する。これを受けて、逸脱指標表示ステップでは、逸脱指標表示部６２が、
属性ごとに逸脱指標を集約し、当該属性ごとの逸脱指標の経時変化を、逸脱指標の大きさ
に応じて色を変えて表示する。
【００５０】



(11) JP 6756374 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

　図５では、サブモデルの逸脱指標を、３つの属性、すなわち属性１（設備区分）、属性
２（実績区分）および属性３（基本量区分）に分け、かつ、属性ごとに逸脱指標を合計し
たものを、同図右上の凡例に示す色（白抜きまたはドット）で表示している。例えば同図
の上から１行目では、属性１の設備１に含まれるサブモデルの逸脱指標をバッチごとに合
計し、その合計値に対応する色で表示している。
【００５１】
　図５の例では、属性１の設備２の逸脱指標が５バッチ前から、属性２の設備実績の逸脱
指標が５バッチ前から、属性３の変数Ａの逸脱指標が１０バッチ前から、属性３の変数Ｃ
の逸脱指標が５バッチ前から、それぞれ高い状態が継続している。従って、同図のヒート
マップを参照することにより、設備２、設備実績、変数Ａ，Ｃが製造プロセスの異常状態
の主因子であることを容易に特定することができる。
【００５２】
　なお、図５では、同じ属性で定義されたサブモデルの逸脱指標を合計したものを色で表
示しているが、例えば同じ属性で定義されたサブモデルの逸脱指標の平均値や最大値を色
で表示してもよい。
【００５３】
　ここで、本実施形態に係る異常状態診断方法では、逸脱指標表示ステップを実施するタ
イミング以前に、信頼度算出ステップを実施してもよい。
【００５４】
＜信頼度算出ステップ＞
　信頼度算出ステップでは、信頼度算出部６３が、所定の評価期間を設定し、当該評価期
間において、サブモデルの予測誤差に基づいて信頼度を算出する。信頼度算出部６３は、
具体的には、入力部１０を介して、前記した評価期間に合致する製造プロセスの変数デー
タを、図示しないプロセスコンピュータから取得する。次に、信頼度算出部６３は、取得
した変数データを用いて、前記した評価期間におけるサブモデルの予測誤差を算出し、当
該予測誤差に基づいて信頼度を算出する。ここで信頼度は、例えば、１／（１＋正規化予
測誤差）として計算することができる。また、正規化予測誤差は、評価期間の予測誤差の
標準偏差で予測誤差を正規化したものである。そして、信頼度算出部６３は、作成した信
頼度のデータを信頼度テーブル４４に格納する。
【００５５】
　なお、信頼度算出ステップで算出される信頼度と、サブモデルに予め付与されている信
頼度とはそれぞれ別のものであり、それぞれの信頼度を求める際の評価期間や変数データ
もそれぞれ別のものである。すなわち、信頼度算出ステップでは、サブモデルごとに予め
付与されている信頼度を、別の評価期間で再度算出する。
【００５６】
　これを受けて、逸脱指標表示ステップでは、信頼度の高いサブモデルを選択し、選択し
たサブモデルごとの逸脱指標の経時変化を、前記した図４と同様に、逸脱指標の大きさに
応じて色を変えて表示する。
【００５７】
　また、本実施形態に係る異常状態診断方法では、信頼度算出ステップの後に修正逸脱指
標算出ステップを実施してもよい。
【００５８】
＜修正逸脱指標算出ステップ＞
　修正逸脱指標算出ステップでは、逸脱指標算出部６１が、信頼度算出ステップで算出さ
れた信頼度の大きさに応じてサブモデルの逸脱指標に重みを付けて修正逸脱指標を算出す
る。これを受けて、逸脱指標表示ステップでは、逸脱指標表示部６２が、サブモデルごと
の修正逸脱指標の経時変化を、前記した図４と同様に、修正逸脱指標の大きさに応じて色
を変えて表示する。
【００５９】
　以上説明したような第１実施形態に係る異常状態診断方法によれば、サブモデルごとの
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逸脱指標の経時変化を、色を変えて表示するため、真の異常であるか否かを容易に把握す
ることができる。これにより、微小異常を早期に発見し、重大なトラブルを未然に防止す
ることができる。
【００６０】
［実施例］
　以下、実施例を挙げて本発明の第１実施形態をより具体的に説明する。図６は、本発明
によって、実操業から得たサブモデル別の逸脱指標を、色を変えて表示した例である。同
図の縦軸方向はサブモデルごとの逸脱指標である。また、同図の横軸方向は時間推移であ
り、１セルにつき１バッチを示したものを日別に示したものである。横軸の数値は、当日
に対して何日前であるかを示している。
【００６１】
　図６に示すように、サブモデル１１～１５，２０は、約１０日前から逸脱指標が継続し
て高い傾向を示している。また、サブモデル２６，３１，３２は、約２０日前から逸脱指
標が継続して高い傾向を示している。従って、同図を参照することにより、これらのサブ
モデルが製造プロセスの異常状態の主因子であることを一目で把握することができる。
【００６２】
　一方、サブモデル７，１７，１８は、逸脱指標が高い部分が一部存在するものの、高い
状態が継続していない。従って、これらのサブモデルの逸脱指標の上昇は、サブモデルの
予測精度に起因するノイズである可能性が高いことがわかる。
【００６３】
　このように、本発明によれば、長期間に亘って、サブモデルごとの逸脱指標の経時変化
を、色を変えて表示することにより、逸脱指標の上昇がノイズを示しているのか、あるい
は真の異常を示しているのかを容易に把握することができる。
【００６４】
（第２実施形態）
　以下、本発明の第２実施形態に係るプロセスの異常状態診断装置および異常状態診断方
法について、図７～図１２を参照しながら説明する。なお、本実施形態は、前記した第１
実施形態に対して、プロセスの異常状態を診断するためのプラットフォームとしての機能
をより明確化・具体化させたものである。
【００６５】
［異常状態診断装置］
　異常状態診断装置１Ａは、予め指定した正常時のプロセスの状態を基準として、基準か
らの逸脱の大きさを指標化した複数の逸脱指標に基づいて、プロセスの異常状態を診断す
る装置であり、図７に示すように、入力部１０と、出力部２０と、外部装置３０と、記憶
部４０Ａと、定義部５０Ａと、制御部６０Ａと、を主な構成要素として備えている。なお
、以下の説明では、鉄鋼プロセスのような製造プロセスに異常状態診断装置１Ａを適用し
た例について、説明する。
【００６６】
　入力部１０は、逸脱指標の算出に用いる実操業データを情報・制御系ネットワークであ
る制御系ＬＡＮ７０を介して受信する装置である。また、入力部１０は、後記するように
、逸脱指標と対応付けられる製造プロセスの操業条件を、プロセスコンピュータ（プロコ
ン）８０から受信する。なお、異常状態診断装置１Ａは、入力部１０として、例えばマウ
スやキーボード等を備えていてもよい。
【００６７】
　出力部２０は、表示装置や印刷装置等の出力装置によって構成されており、制御部６０
Ａの各種処理情報を出力する。
【００６８】
　外部装置３０は、電気通信回線を介して情報通信可能な形態で、定義部５０Ａに接続さ
れている。外部装置３０は、操業ＤＢ３１を備えている。この操業ＤＢ３１には、製造プ
ロセスの過去の操業時に取得された複数種類の変数の実績値、すなわち複数種類の変数の
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時系列データである変数データが、電気通信回線を介して読み取り可能な形態で格納され
ている。
【００６９】
　記憶部４０Ａは、ハードディスク装置等の記憶装置によって構成されており、定義部５
０Ａおよび制御部６０Ａに接続されている。記憶部４０Ａには、サブモデル、色表示、表
示情報、関連グラフおよび階層構造がテーブル値として記憶されており、具体的には、サ
ブモデルテーブル４１、色表示テーブル４３、表示情報テーブル４５、関連グラフテーブ
ル４６および階層構造テーブル４７が記憶されている。
【００７０】
　定義部５０Ａは、演算処理装置がコンピュータプログラムを実行することによって、サ
ブモデル定義部５１、色表示定義部５３、表示情報定義部５４、関連グラフ定義部５５お
よび階層構造定義部５６として機能する。サブモデル定義部５１は、正常操業時に得られ
た複数種類の変数データを操業ＤＢ３１から取得し、当該変数データから製造プロセスの
製造状態を予測するサブモデルを複数作成する。そして、サブモデル定義部５１は、作成
したサブモデルのデータをサブモデルテーブル４１に格納する。
【００７１】
　なお、サブモデルは、必ずしもサブモデル定義部５１で作成する必要はなく、既存のモ
デルがあれば、サブモデル定義部５１を機能させることなく、予めサブモデルテーブル４
１に格納しておくことも可能である。すなわち、サブモデルは、製造プロセスの製造状態
を予測するモデルであれば、回帰式等で新たに作成したものでもよく、あるいは文献等で
知られている既存のものでもよい。
【００７２】
　色表示定義部５３は、後記するマトリックスの各セルに対応付けられた逸脱指標の大き
さに応じて色を定義し、定義した色のデータを色表示テーブル４３に格納する。各セルに
対応付けられた逸脱指標は、全項目に関して、例えば正常時に対して何σ外れているのか
等で正規化されており、「６σ以上で赤」、「４σ以上で橙」、「２σ以上で黄」、「２
σ以下は青」等、統一的に定義することができる。
【００７３】
　表示情報定義部５４は、後記するカラーマッピング部６４においてカラーマッピングを
行う各セルに対して対応付けるプロセスの条件を表示情報として定義し、定義した表示情
報を表示情報テーブル４５に格納する。このプロセスの条件としては、例えば製造プロセ
スの場合、製造Ｎｏ．、操業開始日時、操業終了日時および代表的な製造仕様（例えば規
格やサイズ等）等の操業条件が挙げられる。
【００７４】
　関連グラフ定義部５５は、後記するマトリックスの各セルに対応付けられた逸脱指標に
対して、予め指定した変数項目との関係を示す関連グラフを作成し、作成した関連グラフ
を関連グラフテーブル４６に格納する。この関連グラフは、プロセスの異常状態の診断の
解析を支援するためのものであり、例えば逸脱指標の時系列チャートや、複数の変数間の
散布図等が挙げられる。
【００７５】
　関連グラフ定義部５５は、関連グラフの作成にあたり、例えば予め指定した正常区間の
データと指定したセルとの関係が分かるように、色や形状を変えてプロットしてもよい。
また、関連グラフ定義部５５は、後記するように、予測モデル（サブモデル）に基づいて
逸脱指標が演算される場合は、当該逸脱指標とその予測モデルの説明変数、当該逸脱指標
に対応する実績値とその予測モデルの説明変数、との関係を示す散布図を作成することが
できる（例えば後記する図１２参照）。
【００７６】
　階層構造定義部５６は、対象とする項目、時間表示区間に関して階層構造を定義し、定
義した階層構造を階層構造テーブル４７に格納する。例えば、項目に関しては、最下層と
して機器別、一つ上層として複数機器から構成される設備別、更に上層として複数の設備
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から構成される工程別等が考えられる。あるいは、プロセスの上流から下流までの状態を
対象とした状態変数別(温度等の製造対象の特性値等)の集約も考えられる。一方、時間表
示区間に関しては、最下層としてサンプリング時間別、一つ上層として時間別の集約、更
に上層として日別の集約等が考えられる。あるいは、プロセスがバッチ処理である場合は
、バッチ処理別の集約も考えられる。
【００７７】
　制御部６０Ａは、ＣＰＵ等の演算処理装置によって構成されており、異常状態診断装置
１Ａ全体の動作を制御する。制御部６０Ａは、入力部１０に入力された操業実績と操業条
件に対して、記憶部４０Ａの各種テーブルに保管されている設定値や予測モデル（サブモ
デル）等に基づいて、各種処理を行う。制御部６０Ａは、演算処理装置がコンピュータプ
ログラムを実行することによって、逸脱指標算出部６１、カラーマッピング部６４、カラ
ーマップ表示部６５、情報表示部６６および関連グラフ表示部６７として機能する。
【００７８】
　逸脱指標算出部６１は、プロセスの状態を示す複数の変数を選択し、選択した前記変数
の実績値を予測する予測モデルによる予測値と実績値との差に基づいて逸脱指標を算出す
る。逸脱指標算出部６１は、具体的には、入力部１０に入力された操業実績に対して、サ
ブモデルテーブル４１に保管されているサブモデルに基づいて、逸脱指標を算出する。サ
ブモデルが回帰式等の予測モデルである場合、逸脱指標算出部６１は、回帰係数に基づい
て予測値を算出し、続いて実績値との誤差を算出し、予めテーブルで指定した正常区間の
集約値に対する相対的な値として逸脱指標を算出する。
【００７９】
　なお、本実施形態における逸脱指標は、逸脱指標算出部６１で算出されるものに限定さ
れず、それ自体が逸脱指標として機能するもの、例えばプロセスを構成する設備の振動値
または温度値を含む、設備の健全性を示す物理量を逸脱指標として用いてもよい。このよ
うなセンサ等で検出した値をそのまま逸脱指標として用いることにより、逸脱指標算出部
６１による逸脱指標の算出処理が不要となるため、プロセスの異常状態をより迅速に診断
することが可能となる。
【００８０】
　カラーマッピング部６４は、後記するカラーマップ表示、情報表示、関連グラフ表示を
迅速に行うために、階層的な二次元マトリックスの構造化を行う。カラーマッピング部６
４は、第一の軸を時間を含む経時的要素の軸とし、第二の軸を逸脱指標の項目の軸として
二次元のマトリックスを構成する。そして、カラーマッピング部６４は、マトリックスの
各セルに対して、逸脱指標の項目ごとおよび経時的要素ごとのデータを対応付けるととも
に、色表示テーブル４３に基づいて、マトリックスの各セルに対して、逸脱指標の大きさ
に応じた色を割り当てる。
【００８１】
　また、カラーマッピング部６４は、階層構造テーブル４７に基づいて、マトリックスの
各セルを、第一の軸の所定区間ごと、または第二の軸の逸脱指標の項目ごとに集約するこ
とにより、複数の階層構造を有するマトリックスを構成する。そして、カラーマッピング
部６４は、各階層のマトリックスの各セルに対して、集約した逸脱指標の集約値を対応付
けるとともに、色表示テーブル４３に基づいて、マトリックスの各セルに対して、逸脱指
標の集約値の大きさに応じた色を割り当てる。
【００８２】
　カラーマッピング部６４は、マトリックスの各セルを第一の軸の所定区間ごとに集約す
る場合、プロセスにおけるバッチ処理ごとに集約することができる。また、カラーマッピ
ング部６４は、所定区間ごとに集約した二次元データを更に所定区間ごとに集約して多層
化することができる。区間の多層化（階層化）は、当初の計測間隔（ｍｓｅｃオーダー）
から、例えば１秒程度の区間、１時間単位、日単位、あるいはバッチ処理を含む場合はバ
ッチ処理単位の区間も含め、段階的に集約する方法等が例示できる。
【００８３】



(15) JP 6756374 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

　カラーマッピング部６４は、マトリックスの各セルを第二の軸の逸脱指標の項目ごとに
集約する場合、逸脱指標の属性ごとに集約することができる。また、カラーマッピング部
６４は、属性ごとに集約した二次元データを更に集約して多層化することができる。
【００８４】
　カラーマッピング部６４は、例えば図８および図９に示すように、第一のマトリックス
Ｍｔ１と、第二のマトリックスＭｔ２と、を含む階層構造のマトリックスを構成する。鉄
鋼プロセスに適用される場合、第一のマトリックスＭｔ１のセルには、圧延工程における
複数の圧延材のデータが対応付けられており、第二のマトリックスＭｔ２のセルには、一
つの圧延材のデータが集約して対応付けられている。なお、図８および図９では、便宜上
、最下層の第一のマトリックスＭｔ１と、その一つ上層の第二のマトリックスＭｔ２とを
上下逆に図示している。また、同図では、二階層のマトリックスを一例として示している
が、マトリックスの階層数は必要に応じて三階層以上としてもよい。
【００８５】
　図８の第一のマトリックスＭｔ１は、縦軸（第二の軸）が逸脱指標の項目であり、横軸
（第一の軸）がプロセスにおけるバッチ処理の順番である。なお、「逸脱指標の項目」と
は、例えば鉄鋼プロセスの場合、圧下位置、荷重等の変数の種類のことを示している。同
図の第一のマトリックスＭｔ１の各セルには、（１）逸脱指標の値と、（２）操業条件と
、が対応付けられている。
【００８６】
　図８の第二のマトリックスＭｔ２は、縦軸（第二の軸）が逸脱指標の属性であり、横軸
（第一の軸）がプロセスにおけるバッチ処理の順番である。なお、「逸脱指標の属性」と
は、例えばプロセスを構成するサブプロセス、またはプロセスの状態を示す物理量である
。同図の第二のマトリックスＭｔ２の各セルには、第一のマトリックスＭｔ１における縦
軸方向の複数のセルに対応付けられた逸脱指標の集約値が対応付けられている。
【００８７】
　なお、「サブプロセス」としては、例えば複数の圧延機からなる圧延設備を対象とする
場合、各圧延機等、一部のまとまった設備を例示することができる。また、「物理量」と
しては、各圧延機の圧延荷重、差荷重、和荷重、各圧延機モータの電流、各圧延機間の材
料張力等が一例として挙げられる。
【００８８】
　例えば、図８の第二のマトリックスＭｔ２のセルＡ１には、最下層の第一のマトリック
スＭｔ１の縦軸方向の複数のセル群Ａ２の逸脱指標の平均値または最大値が割り当てられ
ている。また、同図の第二のマトリックスＭｔ２の各セルには、入力部１０から入力され
た操業条件も、同様に集約化されて割り当てられている。例えば、操業条件が「製造Ｎｏ
．」のような場合は、該当セルにおける製造開始時の製造Ｎｏ．および製造終了時の製造
Ｎｏ．等が集約値として割り当てられている。
【００８９】
　図９の第一のマトリックスＭｔ１は、縦軸（第二の軸）が逸脱指標の属性であり、横軸
（第一の軸）がプロセスにおける一回分のバッチ処理におけるサンプリング点の順番であ
る。同図の第一のマトリックスＭｔ１の各セルには、（１）逸脱指標の値と、（２）操業
条件と、が対応付けられている。
【００９０】
　図９の第二のマトリックスＭｔ２は、縦軸（第二の軸）が逸脱指標の属性であり、横軸
（第一の軸）がプロセスにおけるバッチ処理の順番である。同図の第二のマトリックスＭ
ｔ２の各セルには、第一のマトリックスＭｔ１における横軸方向の複数のセルに対応付け
られた逸脱指標の集約値が対応付けられている。
【００９１】
　例えば、図９の第二のマトリックスＭｔ２のセルＢ１には、最下層の第一のマトリック
スＭｔ１の横軸方向の複数のセル群Ｂ２の逸脱指標の平均値または最大値が割り当てられ
ている。また、同図の第二のマトリックスＭｔ２の各セルには、入力部１０から入力され
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た操業条件も、同様に集約化されて割り当てられている。
【００９２】
　カラーマップ表示部６５は、カラーマッピング部６４により作成されたカラーマップを
表示する。また、カラーマップ表示部６５は、例えば図示しない表示装置の画面上におい
て、図示しないポインティングデバイスの移動により、ある階層のマトリックスに対応す
るカラーマップのセルに対してポインタ操作（第一のポインタ操作、第二のポインタ操作
）がなされた場合、一つ下の階層のマトリックスに対応するカラーマップを表示する。な
お、カラーマップ表示部６５は、前記した表示装置の画面上において、予め指定された期
間のカラーマップと、常に最新の一定区間のカラーマップと、をそれぞれ表示してもよい
。
【００９３】
　例えば図８および図９に示すような二階層のマトリックスが作成されている場合、前記
したカラーマッピング部６４は、第一のマトリックスＭｔ１の各セルに対して逸脱指標の
大きさに応じた色を割り当てた第一のカラーマップと、第二のマトリックスＭｔ２の各セ
ルに対して逸脱指標の集約値（平均値または最大値）の大きさに応じた色を割り当てた第
二のカラーマップとを作成する。この場合、カラーマップ表示部６５は、例えば図１０に
示すように、まず第二のカラーマップＣｍ２を表示し、第二のカラーマップＣｍ２のある
セルに対してポインタ操作がなされた場合、このセルに対応する第一のカラーマップＣｍ
１を表示する。
【００９４】
　情報表示部６６は、図示しないポインティングデバイスの移動により指定のセルにポイ
ンタを合わせて指定のポインタ操作（第三のポインタ操作）がなされた場合、表示情報テ
ーブル４５で指定された操業条件や逸脱指標の値等の情報を表示する。
【００９５】
　情報表示部６６は、具体的には、カラーマッピング部６４で構成されたマトリックスの
各セルに対して、対応するプロセスの条件（例えば製造プロセスの条件）を対応付け、図
１１に示すように、あるセルに対してポインタ操作がなされた場合、このセルに対応する
逸脱指標の値およびプロセスの条件を、別のウィンドウで表示（ポップアップ表示）する
。なお、「プロセスの条件」としては、例えば製造プロセスの場合、製造規格、指令値等
が一例として挙げられる。
【００９６】
　関連グラフ表示部６７は、図示しないポインティングデバイスの移動により指定のセル
にポインタを合わせて指定のポインタ操作（第四のポインタ操作）がなされた場合、関連
グラフテーブル４６で定義された関連グラフを表示する。
【００９７】
　関連グラフ表示部６７は、具体的には、カラーマッピング部６４で構成されたマトリッ
クスの各セルに対して、対応する逸脱指標の時系列チャート、または図１２に示すような
逸脱指標ごとに指定される複数の変数間の散布図を対応付け、あるセルに対してポインタ
操作がなされた場合、このセルに対応する時系列チャートまたは散布図を、別のウィンド
ウで表示（ポップアップ表示）する。
【００９８】
　ここで、図１２に示した散布図は、例えば変数Ａを予測するサブモデルがあり、そのサ
ブモデルに基づいて逸脱指標を求めた場合を想定しており、変数Ａは自分自身、変数Ｂお
よび変数Ｃは説明変数のことを示している。また、同図の上段に示した三つの散布図は、
縦軸が逸脱指標の値、横軸が各変数の実績値（生値）、である。この上段の散布図では、
破線の枠で囲ったものが逸脱指標の値、それ以外が各変数の実績値、を示しており、逸脱
指標と実績値の生値とがどのように分布しているのかを視覚的に示している。
【００９９】
　また、図１２の下段に示した二つの散布図は、縦軸および横軸がともに各変数の実績値
である。この下段の散布図では、破線の枠で囲ったものが縦軸の変数の実績値、それ以外
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が横軸の変数の実績値、を示しており、実績値の生値同士がどのように分布しているのか
を視覚的に示している。
【０１００】
　ここで、カラーマップ表示部６５、情報表示部６６、関連グラフ表示部６７における第
一～第四のポインタ操作は、それぞれ異なる操作を割り当てる。また、カラーマップ表示
部６５、情報表示部６６、関連グラフ表示部６７におけるポインタ操作および表示の具体
的な態様としては、例えば以下の（１）～（３）が挙げられる。
【０１０１】
（１）ポインタをカラーマップ上のどこかのセルで止めると、別のウィンドウが表示され
、そのウィンドウ内に表示できるもの（第一軸（横軸）の拡大、第二軸（縦軸）の拡大、
プロセスの条件、時系列チャート、散布図またはその他のグラフ）が表示される。そして
、そのうちのいずれかをクリックすることにより、選択した情報またはグラフが表示され
る。
【０１０２】
（２）ポインタをカラーマップ上のいずれかのセルに移動させて右クリックをすると、プ
ルダウンメニューで表示項目（第一軸（横軸）の拡大、第二軸（縦軸）の拡大、プロセス
の条件、時系列チャート、散布図またはその他のグラフ）が表示される。そして、そのう
ちのいずれかをクリックすることにより、選択した情報またはグラフが表示される。
【０１０３】
（３）クリックの仕方（例えばクリック回数）に応じて表示項目を切り替える、またはキ
ーボードの「Ｆｎ」キーや、その他のキーとの組み合わせによって表示項目を切り替える
等、表示項目ごとに区別できるように、表示方法をそれぞれ割り当てる。
【０１０４】
　以上説明したような第２実施形態に係る異常状態診断装置１Ａおよび異常状態診断方法
によれば、プロセスの状態を圧縮したカラーマップによって表示することにより、オペレ
ータに対して、異常発生の予兆を目で見てわかりやすく示すことができ、かつ異常発生の
予兆がある場合にオペレータに強い印象を与えて注意喚起することができる。また、逸脱
指標をベースとして、正常状態からの逸脱が認められた時に、簡単な操作により、詳細な
時系列データ、操業条件、関連統計データ、散布図等の関連グラフを適宜表示することが
できるため、異常の原因となる設備や計測信号等を早期に特定することが可能となる。
【０１０５】
　また、第２実施形態に係る異常状態診断装置１Ａおよび異常状態診断方法では、逸脱指
標が階層的なデータ構造となっているため、例えば最初は上層のマトリックスに対応する
カラーマップ（例えば第二のマトリックスＭｔ２に対応するカラーマップ）を参照して全
体のデータを概観しつつ、異常の兆候が見られた場合は対応するセルを選択（クリック）
し、最下層のマトリックスに対応するカラーマップ（例えば第一のマトリックスＭｔ１に
対応するカラーマップ）を参照し、より詳細なデータを参照し、異常の原因を追究するこ
とが可能となる。
【０１０６】
　以上、本発明に係るプロセスの異常状態診断装置および異常状態診断方法について、発
明を実施するための形態および実施例により具体的に説明したが、本発明の趣旨はこれら
の記載に限定されるものではなく、請求の範囲の記載に基づいて広く解釈されなければな
らない。また、これらの記載に基づいて種々変更、改変等したものも本発明の趣旨に含ま
れることはいうまでもない。
【０１０７】
　例えば本発明の第１実施形態に係る異常状態診断装置１は、予め作成され、かつ記憶部
４０の各ＤＢのテーブルに格納されたサブモデル、属性、色表示を用いて異常状態診断方
法を実施することもできる。この場合、異常状態診断装置１は、図１に示すサブモデル定
義部５１、属性定義部５２および色表示定義部５３を備えていなくてもよい。
【０１０８】
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　また、本発明の第１実施形態および第２実施形態では、鉄鋼プロセスのような製造プロ
セスに異常状態診断装置１および異常状態診断方法を適用した例を説明したが、発電プロ
セスや搬送プロセス等に異常状態診断装置１および異常状態診断方法を適用することも可
能である。
【０１０９】
　また、本発明の第２実施形態に係る異常状態診断装置１Ａは、第１実施形態と同様に、
信頼度を考慮して逸脱指標を求めてもよい。この場合、所定の評価期間を設定し、当該評
価期間において、サブモデルの予測誤差に基づいて信頼度を算出する信頼度算出部を異常
状態診断装置１Ａに追加し、逸脱指標算出部６１によって、信頼度算出部によって算出さ
れた信頼度の大きさに応じてサブモデルの逸脱指標に重みを付けて修正逸脱指標を算出す
る。
【０１１０】
　また、本明細書は、前記した第１実施形態に対応する、以下の発明（１）～（５）につ
いても開示している。
【０１１１】
（１）正常操業時に得られた複数種類の変数の実績値からプロセスの製造状態を予測する
サブモデルを用い、前記サブモデルの予測誤差に基づいて、前記プロセスの正常状態から
の逸脱指標を算出し、前記サブモデルごとに算出した前記逸脱指標に基づいて、前記プロ
セスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診断装置であって、前記サブモデルごとの
前記逸脱指標の経時変化を、前記逸脱指標の大きさに応じて色を変えて表示する逸脱指標
表示手段を備えることを特徴とするプロセスの異常状態診断装置。
【０１１２】
（２）上記発明において、評価期間を設定し、前記評価期間において、前記サブモデルの
予測誤差に基づいて信頼度を算出する信頼度算出手段を備え、前記逸脱指標表示手段は、
前記信頼度の高い前記サブモデルを選択し、選択した前記サブモデルごとの前記逸脱指標
の経時変化を、前記逸脱指標の大きさに応じて色を変えて表示することを特徴とするプロ
セスの異常状態診断装置。
【０１１３】
（３）上記発明において、前記信頼度の大きさに応じて前記サブモデルの逸脱指標に重み
を付けて修正逸脱指標を算出する逸脱指標算出手段を備え、前記逸脱指標表示手段は、前
記サブモデルごとの前記修正逸脱指標の経時変化を、前記修正逸脱指標の大きさに応じて
色を変えて表示することを特徴とするプロセスの異常状態診断装置。
【０１１４】
（４）上記発明において、前記サブモデルごとに属性を定義する属性定義手段を備え、前
記逸脱指標表示手段は、前記属性ごとに前記逸脱指標を集約し、前記属性ごとの前記逸脱
指標の経時変化を、前記逸脱指標の大きさに応じて色を変えて表示することを特徴とする
プロセスの異常状態診断装置。
【０１１５】
（５）正常操業時に得られた複数種類の変数の実績値からプロセスの製造状態を予測する
サブモデルを用い、前記サブモデルの予測誤差に基づいて、前記プロセスの正常状態から
の逸脱指標を算出し、前記サブモデルごとに算出した前記逸脱指標に基づいて、前記プロ
セスの異常状態を診断するプロセスの異常状態診断方法であって、前記サブモデルごとの
前記逸脱指標の経時変化を、前記逸脱指標の大きさに応じて色を変えて表示することを特
徴とするプロセスの異常状態診断方法。
【符号の説明】
【０１１６】
　１，１Ａ　異常状態診断装置
　１０　入力部
　２０　出力部
　３０　外部装置
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　３１　操業データベース（操業ＤＢ）
　４０，４０Ａ　記憶部
　４１　サブモデルテーブル
　４２　属性テーブル
　４３　色表示テーブル
　４４　信頼度テーブル
　４５　表示情報テーブル
　４６　関連グラフテーブル
　４７　階層構造テーブル
　５０，５０Ａ　定義部
　５１　サブモデル定義部
　５２　属性定義部
　５３　色表示定義部
　５４　表示情報定義部
　５５　関連グラフ定義部
　５６　階層構造定義部
　６０，６０Ａ　制御部
　６１　逸脱指標算出部
　６２　逸脱指標表示部
　６３　信頼度算出部
　６４　カラーマッピング部
　６５　カラーマップ表示部
　６６　情報表示部
　６７　関連グラフ表示部
　７０　制御系ＬＡＮ
　８０　プロセスコンピュータ（プロコン）
　Ｃｍ１　第一のカラーマップ
　Ｃｍ２　第二のカラーマップ
　Ｍｔ１　第一のマトリックス
　Ｍｔ２　第二のマトリックス
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